
議案第１２７号	

	

川崎市地方卸売市場南部市場の指定管理者の指定期間の変更について	

	

川崎市地方卸売市場南部市場の指定管理者の指定期間（平成２５年１２月１

８日議決、平成３０年１０月１５日変更議決）を次のとおり変更する。	

	

令和元年	９	月	２	日提出	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 川崎市長	 福	 田	 紀	 彦	

	

現行の指定期間「平成２６年４月１日から平成３２年３月３１日まで」を

「平成２６年４月１日から令和３年３月３１日まで」に変更する。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

議案第１２４号

令和元年 ９ 月 ２ 日提出

  　川崎市長 福　田　紀　彦



参考資料	

	

１	 川崎市地方卸売市場南部市場の指定管理者の指定について（平成２５年１

１月２９日提出・平成２５年１２月１８日議決）	

管理を行わせる公

の施設の名称及び

所在地 

名	 称	 川崎市地方卸売市場南部市場  

所在地	 川崎市幸区南幸町３丁目１２６番地１  

指定管理者となる

団体 

住	 所	 川崎市幸区南幸町３丁目１２６番地１  

名	 称	 川崎市場管理株式会社  

代表者	 代表取締役	 柴崎	 太喜一	

指定期間 平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで	

	

２	 川崎市地方卸売市場南部市場の指定管理者の指定期間の変更について（平

成３０年９月３日提出・平成３０年１０月１５日議決）	

現行の指定期間「平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで」を

「平成２６年４月１日から平成３２年３月３１日まで」に変更する。	

	

３	 変更理由	

卸売市場法の改正に伴い、本市市場の取引ルール等の決定及びそれらを規

定する業務条例を改正する必要があるが、全国各卸売市場における検討・調

整が想定より遅れており、その動向を見極めた上で同条例の改正等を行うと

ともに、同条例改正後に業務仕様の作成等必要な手続きを行うことから、手

続きに要する期間として、現行の指定管理期間を再度１年延長するものであ

る。	




